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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シューズのインソールとアウトソールとの間に設けられ受圧時にソール側面外方に向か
って張り出すように変形する硬質骨部と、
　この硬質骨部の外周側に設けられる伸縮性軟質皮部とを具え、
　着地時に装着者の脚に加わる衝撃を緩衝するようにした靴底側面の緩衝構造において、
　前記硬質骨部は、少なくとも一部がソール側面に沿って設けられ、
　且つ前記硬質骨部と伸縮性軟質皮部とは、
　受圧時に、硬質骨部がソール側方に張り出すように縦断面に湾曲変形し、またこの変形
を受けて伸縮性軟質皮部がソール側方に膨らむように弾性変形して受圧荷重の緩衝を図る
ものであり、
　その後、除圧に伴い、今度は伸縮性軟質皮部がソール内側に縮むように弾性変形し、こ
れに伴いソール側方に張り出していた硬質骨部が初期状態に復元する構造であることを特
徴とする、靴底側面の緩衝構造。
【請求項２】
　前記硬質骨部は、踵、母指球、小指球のうち、少なくともいずれかの下に位置するよう
に設けられ、
　また上方から見てソール側面外方に沿って硬質骨部の全体または一部が円弧状に配置さ
れることを特徴とする請求項１記載の、靴底側面の緩衝構造。
【請求項３】
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　前記硬質骨部は、受圧時にソール側方に張り出す湾曲変形を促す湾曲促進構造を具える
ことを特徴とする請求項１または２記載の、靴底側面の緩衝構造。
【請求項４】
　前記硬質骨部の外周側に設けられる伸縮性軟質皮部の外側には、更にカバー材を設ける
ものであり、このカバー材によって伸縮性軟質皮部のソール側方への膨らみ変形を抑制す
るようにしたことを特徴とする請求項１、２または３記載の、靴底側面の緩衝構造。
【請求項５】
　前記硬質骨部と伸縮性軟質皮部とには、伸縮性軟質皮部の少なくとも一部を、硬質骨部
の外表面側に保持する取付構造が具えられることを特徴とする請求項１、２、３または４
記載の、靴底側面の緩衝構造。
【請求項６】
　前記伸縮性軟質皮部は、少なくとも一部が硬質骨部の上端縁から下端縁まで連続して硬
質骨部を覆うように取り付けられ、且つ上記取付構造は、硬質骨部及び伸縮性軟質皮部の
上端縁と下端縁とに設けられるものであり、
　受圧時に硬質骨部がソール側方に湾曲することによって伸縮性軟質皮部が上端と下端側
とに引っ張られることを特徴とする請求項５記載の、靴底側面の緩衝構造。
【請求項７】
　前記伸縮性軟質皮部の少なくとも一部は、無荷重時に硬質骨部の外表面に非接触であり
、受圧時に当該伸縮性軟質皮部の内側表面の少なくとも一部が、硬質骨部の外表面に接触
し、この接触部位では伸縮性軟質皮部が硬質骨部よりも高さ方向に大きな曲率を有してソ
ール側方に膨らむように弾性変形することを特徴とする請求項１、２、３、４または５記
載の、靴底側面の緩衝構造。
【請求項８】
　前記硬質骨部と伸縮性軟質皮部とのうち少なくとも一方は、シューズの底面側または後
方側に向かうほど受圧時に変形し易い構造に形成されることを特徴とする請求項１、２、
３、４、５、６または７記載の、靴底側面の緩衝構造。
【請求項９】
　前記硬質骨部と伸縮性軟質皮部とは、シューズの前方側または受圧時の荷重移動方向に
向けて、高さ寸法が徐々に低くなるように形成されることを特徴とする請求項１、２、３
、４、５、６、７または８記載の、靴底側面の緩衝構造。
【請求項１０】
　前記硬質骨部と伸縮性軟質皮部とのうち少なくとも一方には、受圧荷重をシューズの前
方側または受圧時の荷重移動方向に案内する誘導構造を具えることを特徴とする請求項１
、２、３、４、５、６、７、８または９記載の、靴底側面の緩衝構造。
【請求項１１】
　前記硬質骨部の内側には、受圧荷重を受けて圧縮変形を行い衝撃の緩衝を補う補助体を
設けることを特徴とする請求項１、２、３、４、５、６、７、８、９または１０記載の、
靴底側面の緩衝構造。
【請求項１２】
　前記伸縮性軟質皮部は、着脱自在であることを特徴とする請求項１、２、３、４、５、
６、７、８、９、１０または１１記載の、靴底側面の緩衝構造。
【請求項１３】
　着地時に装着者の脚に加わる衝撃を緩衝する緩衝構造をソールに組み込んで成るシュー
ズであって、
　前記緩衝構造は、請求項１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１または１２
記載の緩衝構造が適用されることを特徴とするシューズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばスポーツシューズやランニングシューズ等のソールに組み込まれ、着
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地時に装着者の脚に加わる衝撃を緩衝するようにした緩衝構造に関するものであって、特
にゲル等の緩衝部材の使用量を抑えながらも、受圧時には緩衝部材をシューズ側面に大き
く張り出させ、これにより緩衝性能を充分にアピールするようにし、その一方で緩衝部材
の使用量を抑えたことによる軽量化やコスト削減化も達成するソール側面の新規な緩衝構
造とこれを適用したシューズに係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　スポーツシューズやランニングシューズ等には、これを履いた人の脚（足や膝など）に
加わる衝撃を吸収し緩和（緩衝）すべく、緩衝部材（緩衝構造体）が組み込まれることが
多く、鋭意多くの研究開発がなされており、このような緩衝構造として様々な提案がされ
ている。
　本出願人も、これまで優れた緩衝性と軽量化とを両立させた実例としてＥＶＡ（エチレ
ン－酢酸ビニル共重合体）等のミッドソール素材にゲル等の緩衝部材を組み合わせた独自
の構造設計を採用することで、優れた緩衝性能を実現するに至っている（例えば特許文献
１参照）。
【０００３】
　これら多くの緩衝構造は、これまでＥＶＡやゲル状素材などの緩衝部材を上下方向から
圧縮変形させ緩衝するものであった。
　一方、シューズ利用者（装着者）や購入検討者が看取したり触れることで緩衝性を実感
できるようにするためには、可能な限りシューズ外観に柔らかい緩衝部材（緩衝素材）を
広い面積で露呈させればよい。しかしながら、このような緩衝部材は、比較的大きな厚み
寸法で構成すると、圧縮変形する際に安定性を低下させる要因や、面積の増加に伴いＥＶ
Ａに対し重くてコスト上昇の要因となることから、できる限り少ない使用量で構成するこ
とが望ましい一面も有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１４４２１１（特許第４７５５６１６号）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、このような背景を認識してなされたものであって、ゲル等の緩衝部材をシュ
ーズ側面に広い面積で露呈させるようにしながらも、これまでの圧縮変形によらずに、充
分な緩衝性能を発揮し得る新規な緩衝構造とこれを適用したシューズの開発を試みたもの
である。
　すなわち、本発明者らは、新たな緩衝構造としてゲル等の緩衝部材を、シューズ側面に
適用することを前提としながらも、緩衝部材を圧縮変形させるのではなく、むしろ緩衝部
材自体の撓みと張力によって着地時や蹴り出し時の強い衝撃を緩衝しつつ高い安定性を実
現し、軽量化及びコスト面においても優れた効果を奏することを見出し本発明に至ったも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の、靴底側面の緩衝構造は、シューズのインソールとアウトソールとの間に設け
られ受圧時にソール側面外方に向かって張り出すように変形する硬質骨部と、この硬質骨
部の外周側に設けられる伸縮性軟質皮部とを具え、着地時に装着者の脚に加わる衝撃を緩
衝するようにした靴底側面の緩衝構造であって、硬質骨部は、少なくとも一部がソール側
面に沿って設けられ、且つ硬質骨部と伸縮性軟質皮部とは、受圧時に、硬質骨部がソール
側方に張り出すように縦断面に湾曲変形し、またこの変形を受けて伸縮性軟質皮部がソー
ル側方に膨らむように弾性変形して受圧荷重の緩衝を図るものであり、その後、除圧に伴
い、今度は伸縮性軟質皮部がソール内側に縮むように弾性変形し、これに伴いソール側方
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に張り出していた硬質骨部が初期状態に復元する構造である。
【０００７】
　また硬質骨部は、踵、母指球、小指球のうち、少なくともいずれかの下に位置するよう
に設けられ、上方から見てソール側面外方に沿って硬質骨部の全体または一部が円弧状に
配置されることが好ましい。
【０００８】
　また硬質骨部は、受圧時にソール側方に張り出す湾曲変形を促す湾曲促進構造を具える
ことが好ましい。
【０００９】
　また伸縮性軟質皮部の外側にはカバー材を更に設け、このカバー材によって伸縮性軟質
皮部のソール側方への膨らみ変形を抑制することが好ましい。
【００１０】
　また硬質骨部と伸縮性軟質皮部とには、伸縮性軟質皮部の少なくとも一部を、硬質骨部
の外表面側に保持する取付構造を具えることが好ましい。
【００１１】
　また伸縮性軟質皮部は、少なくとも一部が硬質骨部の上端縁から下端縁まで連続して硬
質骨部を覆うように取り付けられ、且つ上記取付構造は、硬質骨部及び伸縮性軟質皮部の
上端縁と下端縁とに設けられ、受圧時に硬質骨部がソール側方に湾曲することによって伸
縮性軟質皮部が上端と下端側とに引っ張られることが好ましい。
【００１２】
　また伸縮性軟質皮部の少なくとも一部は、無荷重時に硬質骨部の外表面に非接触であり
、受圧時に伸縮性軟質皮部の内側表面の少なくとも一部が、硬質骨部の外表面に接触し、
この接触部位では伸縮性軟質皮部が硬質骨部よりも高さ方向に大きな曲率を有してソール
側方に膨らむように弾性変形することが好ましい。
【００１３】
　また硬質骨部と伸縮性軟質皮部とのうち少なくとも一方は、シューズの底面側または後
方側に向かうほど受圧時に変形し易い構造に形成されることが好ましい。
【００１４】
　また硬質骨部と伸縮性軟質皮部とは、シューズの前方側または受圧時の荷重移動方向に
向けて、高さ寸法が徐々に低くなるように形成されることが好ましい。
【００１５】
　また硬質骨部と伸縮性軟質皮部とのうち少なくとも一方には、受圧荷重をシューズの前
方側または受圧時の荷重移動方向に案内する誘導構造を具えることが好ましい。
【００１６】
　また硬質骨部の内側には、受圧荷重を受けて圧縮変形を行い衝撃の緩衝を補う補助体を
設けることが好ましい。
【００１７】
　また伸縮性軟質皮部は、着脱自在であることが好ましい。
【００１８】
　また本発明のシューズは、着地時に装着者の脚に加わる衝撃を緩衝する緩衝構造をソー
ルに組み込んで成り、この緩衝構造には上記緩衝構造が適用されるものである。
【発明の効果】
【００１９】
　硬質骨部の外周側に伸縮性軟質皮部を設ける（例えば輪ゴムのように外嵌めする）ため
、硬質骨部の内周側を空洞にすることができ、ゲル等の緩衝部材で形成されることが多い
伸縮性軟質皮部の使用量を少なくすることができ、シューズとしての軽量化やコスト低減
化を図れる。また、受圧時には、硬質骨部がソール側方に張り出すように湾曲変形し、ま
たこれを受けて伸縮性軟質皮部がソール側方に膨らむように弾性変形するため、伸縮性軟
質皮部の使用量が少なくても、伸縮性軟質皮部の存在、換言すればシューズの緩衝性能を
充分にアピールすることができる。



(5) JP 5968552 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

【００２０】
　また硬質骨部の設置場所や設置態様が特定されると、具体的構成が現実のものとなる。
　また、硬質骨部は、上方から見て両端が接続状態に形成される環状（無端状）のものだ
けでなく、その一部として断片状に形成される「Ｕ」字状や弧状等の両端を有するもので
も構わず、これをミッドソールの側面に組み込むことが可能である（パーツ化してソール
の一部に組み込むことが可能）。
【００２１】
　また硬質骨部が湾曲促進構造を具えると、硬質骨部が受圧時にソール側方に湾曲変形し
易くなり、例えば作用する受圧荷重が同じ大きさの場合には、ソール側方への変形をより
大きなものとして発生させることができる。
　なお、湾曲促進構造としては、例えば上下方向にほぼ沿うように部分的に開口されたス
リット、部分肉薄構造（前記スリットの開口部を肉薄状に形成した構成）、穿孔などが挙
げられる。また、スリットであれば、例えば開口部分の下端縁が完全に切り離された状態
（いわゆる櫛形）も考えられるし、上下端がつながり上下端以外の中段（縦断面の中央付
近）だけに開口部が窓状に形成されたものも考えられる。更には、硬質骨部（緩衝構造体
）を縦断面視で複数段状（いわゆる多段腹タイプ）とすることも考えられる。
　因みに、湾曲促進構造としてスリット（櫛状）を採用した場合には、硬質骨部を板状に
形成した場合に比べ、受圧時にソール側面外方に沿って櫛の間隔が広がるように撓み、こ
れがあたかも伸縮性軟質皮部が大きく膨らむようなイメージを与え、見た目の変化を大き
く印象付けることができる。
【００２２】
　また伸縮性軟質皮部の外側に更にカバー材を設けると、伸縮性軟質皮部の接着部分に過
剰な変形を生じさせず、接着部分を強く固定し、剥離を防止できる。またカバー材の設置
位置によって、硬質骨部を上下端から全体に湾曲変形させるのではなく、途中部分から湾
曲変形を開始させることができ、硬質骨部の湾曲位置（開始位置）を調整することができ
る。
　また、受圧荷重の大きさが同じであれば、上記のように途中部分から変形する方が、全
体を膨出させるよりもソール側方への張り出しを顕著に視認できるため、膨出位置（開始
位置）によって湾曲度合い（張り出し度合い）を調整することができる（チューニングで
きる）。
　なお、このような構造は、硬質骨部（緩衝構造体）を、縦断面視で複数段状に形成する
際にも有効である。
【００２３】
　また硬質骨部と伸縮性軟質皮部とに取付構造が具えられると、接着剤などを用いること
なく、伸縮性軟質皮部を硬質骨部の外方に取り付けることができる。このため、伸縮性軟
質皮部を着脱自在とすることができ、例えばユーザが自分の好み（硬さ等）に応じて伸縮
性軟質皮部を取り替えるようにする形態（商品展開）が可能となる。
　また、取付構造の具体的形状にもよるが、受圧時、硬質骨部に形成される取付構造（受
け入れ空間）は、上下方向から潰され、内部空間が狭くなるため、当該空間に伸縮性軟質
皮部の一部を収容した保持状態で、この伸縮性軟質皮部の保持を確実に行うことができる
。
　なお、伸縮性軟質皮部を着脱自在とした場合には、伸縮性軟質皮部に、上記取付構造に
加えて取り外し用のリブ（操作片）を設けておくと、着脱操作がより容易に行えるもので
ある。
【００２４】
　また上記取付構造が硬質骨部及び伸縮性軟質皮部の上下両端縁に設けられると、受圧時
に硬質骨部がソール側方への湾曲によって面の傾斜角度が大きくなるほど、伸縮性軟質皮
部は上下に引っ張られるような伸びを生じ、伸張や収縮の作用を高めて衝撃緩衝や復元に
寄与する。また、伸縮性軟質皮部の肉厚をより薄く形成することができ、伸縮性軟質皮部
が顕著に膨らむように看取させることができる。
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【００２５】
　また伸縮性軟質皮部の少なくとも一部が、無荷重時に硬質骨部の外表面に非接触である
と、受圧時に硬質骨部と伸縮性軟質皮部との湾曲（屈曲）変形の差を利用して、硬質骨部
に接触した伸縮性軟質皮部が顕著に膨らみを生じることを看取させることができる。この
ためゲル等の緩衝部材で形成されることが多い伸縮性軟質皮部の存在をより効果的にアピ
ールすることができる。
【００２６】
　また硬質骨部や伸縮性軟質皮部が、シューズの底面側または後方側に向かうほど撓み易
いように形成されると、変形のし易さが一様ではなくなり、着地時の衝撃を硬質骨部や伸
縮性軟質皮部の変形によって緩衝しながら、蹴り出し時にはこの変形を反発力として生か
すことができ、スムーズな足の運び（動作）に変換することができる。もちろん、衝撃緩
衝性のみを重視した場合に起こり得る底付き感も防止でき、安定性向上に寄与する。
【００２７】
　また硬質骨部や伸縮性軟質皮部が、前方側または受圧時の荷重移動方向に向けて、高さ
寸法が徐々に低くなるように形成されると、高さ寸法が一様ではないため、高い方から低
い方に装着者の体重が移動し易く、蹴り出し時の足の運び（動作）や荷重移動（体重移動
）が行い易くなる。
【００２８】
　また硬質骨部や伸縮性軟質皮部が、受圧荷重をシューズの前方側または受圧時の荷重移
動方向に案内する誘導構造を具えると、蹴り出し時の足の運び（動作）がスムーズに行え
るようになり、装着者の着地から蹴り出しに至るまでの荷重移動（体重移動）が行い易く
なる。
【００２９】
　また硬質骨部の内側に、受圧荷重の一部を受ける補助体を設けると、硬質骨部や伸縮性
軟質皮部に作用する荷重を小さくすることができる（分散化）。従って、硬質骨部のソー
ル側方への湾曲度合い、ひいては伸縮性軟質皮部のソール側方への膨らみ具合を調整する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の緩衝構造を具えたシューズの一例を示す側面図（ａ）、並びに本図（ａ
）Ｉ－Ｉ線における無荷重時の緩衝構造体の断面図（ｂ）、並びに図（ａ）Ｉ－Ｉ線にお
ける受圧時の緩衝構造体の断面図（ｂ′）である。
【図２】リング状（無端状）に形成した硬質骨部の一例を示す斜視図（ａ）、並びに断片
状に形成した硬質骨部の一例を示す斜視図（ｂ）、並びに断片状の緩衝構造体をシューズ
のミッドソール部分に取り付けた状態を示す側面図（ｃ）である。
【図３】硬質骨部における種々の湾曲促進構造を示す図であって、（ａ）は湾曲促進構造
としてスリットを形成した例であって、可撓部の下端部縁を当該スリットによって切り離
し状態に形成した骨格的斜視図及び側面断面図であり、（ｂ）は湾曲促進構造としてスリ
ットを形成した例であって、可撓部の下端部縁を当該スリットによって切り離さないよう
にした骨格的斜視図及び側面断面図であり、（ｃ）は可撓部を部分的に薄肉状に形成し、
この薄肉部を湾曲促進構造とした側面断面図であり、（ｄ）は湾曲促進構造として可撓部
に小孔を穿孔した側面断面図である。
【図４】硬質骨部における突出強調構造を示す図であって、（ａ）は硬質骨部の外表面に
形成した凸部を突出強調構造とした側面断面図であり、（ｂ）は硬質骨部の内側部分に形
成した凹部を突出強調構造とした側面断面図である。
【図５】硬質骨部に非変形部を形成した緩衝構造体を示す側面図（ａ）、並びに本図（ａ
）Ｖ－Ｖ線における緩衝構造体の断面図（ｂ）、並びに当該非変形部により、硬質骨部の
湾曲変形の開始位置がコントロールできることを示す拡大側面図（ｃ）である。
【図６】硬質骨部の外表面に、伸縮性軟質皮部の一部を保持する取付構造を形成した実施
例を骨格的に示す側面断面図である。
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【図７】無荷重時には伸縮性軟質皮部と接触していなかった硬質骨部が、受圧時にはソー
ル側方に張り出すように変形して伸縮性軟質皮部と接触し、これに伴い当該伸縮性軟質皮
部がソール側方に膨らむように変形する様子を示す説明図である。
【図８】伸縮性軟質皮部の内側表面に、硬質骨部への取り付けを図る取付構造を形成した
実施例を骨格的に示す図であり、更に取付構造に鉤状の掛止部や取り外し用の操作片を設
けるようにした実施例を併せ示す斜視図である。
【図９】硬質骨部や伸縮性軟質皮部の変形容易性を部位によって異ならせるようにした実
施例であって、（ａ）はシューズ後方側に向かうほど伸縮性軟質皮部の肉厚寸法（平面か
ら視た肉厚寸法）を徐々に小さくして行き、シューズ後方側ほど変形し易くした実施例を
示す骨格的平面図であり、（ｂ）はシューズ底面側に向かうほど伸縮性軟質皮部の肉厚寸
法（縦断面状態で視た肉厚寸法）を徐々に小さくして行き、シューズ底面側ほど変形し易
くした実施例を示す説明図であり、（ｃ）は硬質骨部における可撓部の肉厚寸法を下方に
向かうほど小さく（細く）形成し、シューズ底面側に向かうほど変形し易くした実施例を
示す側面断面図であり、（ｄ）は硬質骨部に湾曲促進構造としての小孔を形成する場合に
、この小孔を可撓部の下側のみに形成し、シューズ底面側に向かうほど変形し易くした実
施例を示す側面断面図であり、（ｅ）は硬質骨部に湾曲促進構造としてスリットを形成す
る場合に、このスリットの間隔を下側ほど広く形成し、シューズ底面側に向かうほど変形
し易くした実施例を示す側面断面図である。
【図１０】硬質骨部と伸縮性軟質皮部とを、シューズ前方側に向けて、高さ寸法が徐々に
低くなるように形成した実施例を示す側面図である。
【図１１】硬質骨部や伸縮性軟質皮部に、受圧荷重を適宜の方向に案内する誘導構造を具
えた実施例であって、（ａ）は、誘導構造として、硬質骨部における可撓部を縦断面で視
た場合に、その断面の湾曲度合い（屈曲も含む）を、例えばシューズ後方側に向かう程、
次第に大きく形成するようにした説明図であり、（ｂ）は、誘導構造として、湾曲促進構
造としてのスリットを受圧方向（受圧荷重が作用する方向）に対して斜めもしくは螺旋状
に形成するようにした説明図である。
【図１２】硬質骨部の内周側に、受圧時に自らの圧縮変形によって衝撃（受圧荷重）を緩
衝する補助体を設けた実施例を示す断面図である。
【図１３】硬質骨部の外周側に伸縮性軟質皮部を二重に形成し、衝撃緩衝を段階的に行え
るようにした実施例を示す説明図である。
【図１４】図（ａ）は、硬質骨部の可撓部にスリット等の湾曲促進構造を形成した場合に
、その中段部分を連結し、可撓部の強度や耐久性向上を図るようにした実施例を示す説明
図であり、図（ｂ）は、ベルト通し（ベルトループ）のように、硬質骨部を部分的に外周
側に二重になるように形成し、その間に伸縮性軟質皮部を通して伸縮性軟質皮部の取り付
けを図るようにした実施例を示す説明図であり、図（ｃ）は上記図（ａ）と図（ｂ）との
構成を両立させた実施例を示す説明図であり、図（ｄ）は硬質骨部の断面形状をΣ（シグ
マ）状に形成した実施例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００３１】
　１　　　緩衝構造体
　２　　　硬質骨部
　３　　　伸縮性軟質皮部
　４　　　補助体
　５　　　湾曲促進構造
　６　　　突出強調構造
　７　　　取付構造
　８　　　誘導構造

　２　　　硬質骨部
　２１　　可撓部
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　２２　　ソール受け部
　２３　　返し
　２４　　非変形部

　５　　　湾曲促進構造
　５１　　スリット
　５２　　溝（リブ）
　５３　　小孔

　６　　　突出強調構造
　６１　　凸部
　６２　　凹部

　７　　　取付構造
　７１　　受入空間
　７２　　嵌合部
　７３　　掛止部
　７４　　操作片

　Ｓ　　　履物（シューズ）
　Ｓ１　　ソール
　Ｓ１１　インソール
　Ｓ１２　アウトソール
　Ｓ２　　アッパー
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明を実施するための形態は、以下の実施例に述べるものをその一つとするとともに
、更にその技術思想内において改良し得る種々の手法を含むものである。
【実施例】
【００３３】
　本発明の緩衝構造（ソール側面の緩衝構造）は、一例として図１に示すように、例えば
シューズＳ等の履物に組み込まれるものであり、シューズＳを履いた人（装着者）の脚に
加わる衝撃を緩衝し、且つ緩衝しきれなかった衝撃力をスムーズに足の蹴り出し動作へと
変換するものである。ここで、本実施例では緩衝構造が組み込まれる製品として、主とし
てシューズ（スポーツシューズ）Ｓを示すが、これ以外の履物として例えばサンダル等も
挙げられる。
　以下、緩衝構造が組み込まれるシューズＳから説明する。
【００３４】
　シューズＳは、上記図１に示すように、接地部位となるソールＳ１に対して、足の甲な
どを覆うアッパーＳ２を接合して成るものである。そして、上記緩衝構造は、例えばこの
ソールＳ１におけるインソールＳ１１とアウトソールＳ１２との間に設けられる。
　なお、緩衝構造をシューズＳに組み込むにあたっては、緩衝性能を強くアピールする目
的や意匠性向上等の観点から緩衝構造体自体が極力外部から目視できるように設置される
ことが望まれており、このため上記図１でもシューズＳのソール側面のほぼ全外周縁から
目視できるように取り付ける形態を例示している。しかしながら、緩衝構造をソールＳ１
に組み込むにあたっては、例えばソールＳ１の内部に緩衝構造体１を収容する受入空間を
予め形成しておき（図示略）、ここに緩衝構造体１を収容した後、この受入空間を透過部
材（透明部材）で閉塞し、緩衝構造を外部から目視できるようにすること等も可能である
。
【００３５】
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　以下、本発明の緩衝構造を実現する緩衝構造体１について説明する。
　本発明の緩衝構造（緩衝構造体１）は、例えばソールの着地時のように、インソールＳ
１１側とアウトソールＳ１２側とで挟まれるように圧縮荷重が加えられた際（受圧時とい
い、このときの圧縮荷重を受圧荷重と称す）、この衝撃を緩衝するのが主目的であるもの
の、この緩衝が進行する適度な段階で（底突き現象を起こす前に）、緩衝しきれなかった
衝撃力を反発力として装着者の足の蹴り出し動作へとスムーズに移行させるものである。
なお、前記受圧荷重は、衝撃荷重が主であるが、静的荷重をも包含するものである。
　このような緩衝構造体１としては、一例として図１に示すように、インソールＳ１１と
アウトソールＳ１２との間に跨がるように設けられ、受圧時にソール側方に向かって張り
出すように変形する硬質骨部２と、この硬質骨部２の外周側において例えば輪ゴム状に設
けられる伸縮性軟質皮部３とを主な構成部材として成る。
　このように、本実施例の緩衝構造体１は、例えばソールＳ１の外周面に設けられるもの
であり（必ずしもソールＳ１の全周である必要はない）、ミッドソールの位置に設けられ
る。
【００３６】
　そして、受圧時には、受圧荷重を受けて硬質骨部２がソール側方（ソール側面外方）に
張り出すように湾曲変形し、またこの変形を受けて伸縮性軟質皮部３がソール側方に膨ら
むように高さ方向に弾性変形して受圧荷重の緩衝を図るものであり、その後、受圧荷重の
減少（除圧という）に伴い、今度は伸縮性軟質皮部３がソール内側に縮むように弾性変形
し、これを受けてソール側方に張り出していた硬質骨部２が初期状態に復元するものであ
る。ここで高さ方向とは、インナーソールＳ１１（またはアウターソールＳ１２）の厚み
方向に相当する硬質骨部２の厚み方向をいう。
　このような変形態様であるため、外部からはあたかも伸縮性軟質皮部３自身が膨出変形
を起こしているかのように見え、例えば伸縮性軟質皮部３を極めて薄い膜状に形成しても
、ゲル等の緩衝部材で形成されることが多い伸縮性軟質皮部３の存在ひいてはシューズＳ
の緩衝性能を効果的にアピールすることができるものである。
　また、このような変形構造を採るため、伸縮性軟質皮部３が硬質骨部２の変形（外方へ
の張り出し）を規制する作用を担っているとも言える。
　以下、硬質骨部２と、伸縮性軟質皮部３とについて更に説明する。
【００３７】
　まず、硬質骨部２について説明する。
　硬質骨部２は、上述したように受圧時に加わる、受圧荷重によって外周方向に張り出す
ように湾曲変形を起こすものであり、このため硬質骨部２は、受圧時に単に高さ寸法が縮
小して
（潰れて）、体積を減少させる圧縮変形は起こさない（もしくは極めて起こし難い）素材
で構成される。具体的には、合成樹脂製の成形品の適用が現実的であり、発泡体などは受
圧時にそのまま潰れてしまうので適さないものである。なお当該合成樹脂の一例としては
ポリエーテルブロックアミド共重合体（例えばＰＥＢＡＸ（登録商標））などが適用可能
である。
　因みに、硬質骨部２の外側に設けられる伸縮性軟質皮部３は、ゲル材や各種ゴム材等の
粘弾性素材（ゲル等の緩衝部材）が適用され、硬質骨部２より低硬度であり、高い引っ張
り強度を有し、受圧荷重が減少して行く除圧時には、自身の弾性で径方向に収縮し、硬質
骨部２をも初期状態に復元させるものである。もちろん、伸縮性軟質皮部３の硬度等によ
って、自身の緩衝作用（膨出変形）はもちろん、硬質骨部２の変形を制限する規制力も変
化するものである。
【００３８】
　硬質骨部２は、一例として上記図１の断面図に示すように、縦断面視で湾曲状に形成さ
れ、受圧時にソール側方に張り出すように変形する可撓部２１と、その上部において偏平
状を成し、インソールＳ１１の端縁部を支持するソール受け部２２とを具えて成るもので
ある。
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　更に、本実施例では、当該ソール受け部２２の外周端に、任意で上側への返し２３が形
成されインソールＳ１１の下端周縁を覆うように形成されている。
　なお、この返し２３は、ソール側方に面した部分に形成する、すなわちインソールＳ１
１の下方に潜り込む部位（入り込む部位）では、インソールＳ１１との接触を避けるため
に形成されないものである（図２（ａ）参照）。
【００３９】
　また硬質骨部２は、一例として図２（ａ）に示すように、可撓部２１及びソール受け部
２２が３６０度連続した無端のリング状（いわゆる輪ゴム状）に形成することが可能であ
る。この場合、硬質骨部２は、輪ゴムと同様の径方向の伸張や収縮の作用を具備し、これ
が衝撃緩衝や復元に大きく寄与するものである。なお輪ゴム状に形成した場合には、伸縮
性軟質皮部３の内側の径寸法を、硬質骨部２の外側の径寸法よりやや小さな寸法にするこ
とにより伸縮性軟質皮部３の伸張や収縮の作用を調整することができるものである。
　もちろん、硬質骨部２は、必ずしもこのようなリング状（輪ゴム状）に形成される必要
はなく、例えば図２（ｂ）に示すように、両端部を有する断片状（ここでは平面視「Ｕ」
字状）に形成されても構わないものである。なお、この場合も、その両端部を固定するこ
とで、輪ゴムと同様の伸張や収縮の作用が働き、衝撃緩衝や復元に寄与するものである。
　因みに、硬質骨部２を断片状に形成した場合には、例えば図２（ｃ）に示すように、ソ
ールＳ１（ミッドソール）の側面に沿って取り付けられるものである。このように硬質骨
部２は、リング状はもちろん断片状、より詳細には平面視「Ｕ」字状や、円弧の一部、あ
るいは直棒状などに形成しても構わないものである。ここで直棒状を除き、リング状やＵ
字状あるいは円弧を「円弧状」と称するものである。
　なお、硬質骨部２を上記図２（ａ）に示すように、リング状（輪ゴム状）に形成した場
合には、アウトソールＳ１２をインソールＳ１１に接合する前の段階で、予め硬質骨部２
の下方から伸縮性軟質皮部３を外嵌めした後、これを接着剤でソールＳ１に固定するのが
緩衝構造体１を容易にソールＳ１に組み込む点で望ましい。
【００４０】
　また硬質骨部２には、受圧時に可撓部２１を外方（ソール側方）に張り出し易くする（
拡がり易くする）湾曲促進構造５を具えるものである。
　湾曲促進構造５は、一例として図３（ａ）に示すように、上下方向（受圧方向）にほぼ
沿うように交互に切り欠かれたスリット５１が挙げられる。ここで、当該スリット５１は
、開口下端部が完全に切り離された状態で図示されているが（いわゆる櫛形）、例えば図
３（ｂ）に示すように、各々のスリット５１の下端部をつなげ（切り離されず）、可撓部
２１に開口部（スリット５１）を窓状に開口しても構わない（これもスリット５１に含む
）。
　なお、図３（ａ）に示すような下端部が切り離されたスリット５１は、あたかも櫛形（
湾曲櫛形）と言える状態を呈し、これは特に受圧時に櫛歯の一本一本（縦格子）が放射状
に膨らむように変形し、あたかも伸縮性軟質皮部３自身が外方に膨らむように見せる点で
より効果的である。
【００４１】
　またスリット５１以外の湾曲促進構造５としては、例えば図３（ｃ）に示すように、上
記スリット５１部分を溝５２、つまり肉薄状に形成する構成も可能である。この場合も、
上記スリット５１と同様に、肉薄状の溝５２を可撓部２１の下端部まで達するように形成
しても良いし、途中部分で止めるようにしてもよいものである。
　更に、他の湾曲促進構造５としては、例えば図３（ｄ）に示すように、可撓部２１に複
数の小孔５３を穿設することも可能である。
　因みに、上記のような湾曲促進構造５としての溝５２は、見方を変えて溝５２が形成さ
れていない部位の肉厚寸法が厚いと捉えれば、リブとも言える。なお、硬質骨部２の製造
は、上述したように合成樹脂の成形によって得ることが想定されるので、このような肉厚
の差異は、充分に考えられる。このため硬質骨部２（可撓部２１）の肉厚を部分的に厚く
する構成（リブ形成）も、リブを形成していない部位の変形を行い易くするものであるた
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め湾曲促進構造５の一種と言える。
　なお、スリット５１や溝５２は、形成する際の幅寸法で、硬質骨部２（可撓部２１）の
張り出し易さを調整できるものである。また、小孔５３の場合は、その密度や大きさ等に
よって、可撓部２１の張り出し易さを調整できるものである。
【００４２】
　また硬質骨部２（可撓部２１）には、一例として図４に示すように、縦断面の一部に、
伸縮性軟質皮部３を最も外方に突出させる突出強調構造６を設けることが可能である。こ
れにより、伸縮性軟質皮部３は、受圧時に突出強調構造６が形成された部位で最も外方に
突出するように伸び変形を生じるため、伸縮性軟質皮部３がほぼ均一に膨らみ変形する場
合に比べ、最突出部が強調され、また除圧時には伸縮性軟質皮部３の復元しようとする方
向が付加され、視覚的な面白さを演出することができる。
　なお、突出強調構造６としては、一例として図４（ａ）に示すように、可撓部２１の外
表面に形成したドット状の凸部（突起）６１が挙げられるが、この凸部６１はライン状に
突出させることも可能である。
　因みに、突出強調構造６は、必ずしも可撓部２１の外表面に形成するだけでなく、例え
ば図４（ｂ）に示すように、可撓部２１の内側部分に形成することも可能であり、ここで
は内側部分を凹状に形成している（これを凹部６２とする）。すなわち、この場合には、
硬質骨部２
（可撓部２１）は、受圧時に、この凹部６２で強く屈曲しながら湾曲するものであり、こ
れにより伸縮性軟質皮部３を当該部位で強く外側に屈曲させる（膨出が強く強調される）
ものである。もちろん、この場合も、突出強調構造６としての凹部６２は、上記凸部（突
起）６１と同様にドット状やライン状に形成することが可能である。
【００４３】
　また硬質骨部２には、一例として図５に示すように、縦断面の上下両端縁のうち少なく
とも一方に、受圧時にソール側方に張り出す湾曲変形を行わない部位（これを非変形部２
４とする）を形成することが可能である。
　これは、受圧時に硬質骨部２（可撓部２１）を上下両端付近から全体的に湾曲させるの
ではなく、途中部分から湾曲変形を開始させる思想であり、換言すれば非変形部２４によ
って湾曲開始位置を調整し得る思想である。因みに上記図５では、硬質骨部２の断面形状
の工夫や、湾曲促進構造５としてのスリット５１の上下寸法を短くすること（短寸化）な
どによって、非変形部２４を形成するようにしている。もちろん、その他にも伸縮性軟質
皮部３において膨出させたくない部位に、外側からカバー材を嵌め、非変形部２４を形成
することも可能であり、このようなカバー材については後述する。
　なお、受圧荷重の大きさが同じであれば、途中部分から湾曲変形する本実施例の方が全
体的に湾曲変形させるよりもソール側方への張り出し時の曲率半径が小さく、視覚的に膨
出変形が顕著に観察されるため、膨出開始位置によって、この張り出し度合いを調整する
ことができるものである。
　また、このような構成は、硬質骨部２（緩衝構造体１）を、縦断面視で複数段状（いわ
ゆる多段腹状）に形成する際にも有効である（適用され得る）。更に、一つの硬質骨部２
において、どこから膨出変形を行わせるか（つまり、どこを非変形部２４とするか）によ
って、種々のバリエーション展開が可能となる。
【００４４】
　また硬質骨部２は、一例として図６に示すように、外表面の上下両端縁のうち少なくと
も一方に、伸縮性軟質皮部３の一部を保持する取付構造７を設けることが可能である。
　この取付構造７としては、同図に併せ示すように、硬質骨部２の一部を断面円形状に開
口してもよいし（三次元的には球形状の開口）、このような開口をライン状に形成しても
構わないものである（このような開口空間を受入空間７１とする）。
　もちろん、硬質骨部２に取付構造７（受入空間７１）を形成した場合には、伸縮性軟質
皮部３にも取付構造７として、上記受入空間７１に対応した嵌合部７２が形成されるもの
である。
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　なお、硬質骨部２の一部に取付構造７（受入空間７１）を形成する上記技術思想は、接
着剤などを用いずに、伸縮性軟質皮部３を硬質骨部２に固定する思想である。従って、シ
ューズＳを市場に出荷した後でも、伸縮性軟質皮部３を自由に着脱することができ、例え
ばユーザが自分の好み（硬さや緩衝性等）に応じて伸縮性軟質皮部３を自ら交換するよう
な形態（商品展開）が可能となる。
　また、取付構造７の形状（嵌め合い状況）にもよるが、硬質骨部２に形成された取付構
造７（受入空間７１）は、受圧時、上下方向から潰され、空間内部が狭くなるため、当該
受入空間７１に伸縮性軟質皮部３の一部（嵌合部７２）を収容した固定状態では、伸縮性
軟質皮部３の固定保持を強固に且つ確実に行うものである。
　更に、伸縮性軟質皮部３の少なくとも一部が硬質骨部２の上端縁から下端縁まで連続し
て覆うように取り付けられ、且つ上記取付構造７が、硬質骨部２及び伸縮性軟質皮部３の
上端縁と下端縁とに設けられる場合には、硬質骨部２の張り出しによって伸縮性軟質皮部
３が押されたときに、両端が固定されていない場合に比べて伸縮性軟質皮部３が硬質骨部
２の湾曲に追従して、上下に引っ張られるので（引き伸ばされるので）、ソール側方への
張り出しをより顕著に視認させることができる。また伸張や収縮の作用を高めて衝撃緩衝
や復元に寄与したり、肉厚をより薄くせしめ伸縮性軟質皮部３が顕著に膨らむように看取
させることができるので、靴底の緩衝性能を充分にアピールすることができる。
【００４５】
　以下、伸縮性軟質皮部３について、更に説明する。
　伸縮性軟質皮部３は、上述したように、前記硬質骨部２の外周側に設けられるものであ
り、無荷重時に硬質骨部２と全面で接触する態様の他、部分的に接触する態様、更には非
接触の態様とすることができる。
　すなわち、例えば図７（ａ）に示すように、伸縮性軟質皮部３が無荷重時に硬質骨部２
と、ほとんど接触していない状態（いわゆる浮いた状態）である場合や、例えば図７（ｂ
）に示すように、伸縮性軟質皮部３が無荷重時に硬質骨部２と、上下両端部分のみで接触
している場合であっても、受圧時には、硬質骨部２がソール側方に張り出すように撓み変
形するため、図７（ｃ）に示すように、少なくとも硬質骨部２の一部が伸縮性軟質皮部３
と接触し、これにより伸縮性軟質皮部３がソール側方に膨らむように弾性変形するもので
ある。このとき接触部位では当該伸縮性軟質皮部３が硬質骨部２よりも大きな曲率を有し
てソール側方に膨らむように弾性変形するため、ゲル等の緩衝部材で形成されることが多
い伸縮性軟質皮部３の存在、特に伸縮性軟質皮部３が薄い膜状に形成された場合でも、こ
の少量の伸縮性軟質皮部３の存在を効果的にアピールすることができる。
　なお、本図７（ｃ）では、伸縮性軟質皮部３の膨らみ変形が一点で大きく突出（屈曲）
するように示しているが（その意味では上記突出強調構造６と同じように見えるが）、こ
こでは受圧時に、伸縮性軟質皮部３が硬質骨部２と接触し、膨らみ変形を起こすことを主
に示している。
【００４６】
　また伸縮性軟質皮部３には、内側表面の少なくとも一部に、硬質骨部２への取り付けを
図る取付構造７を設けることが可能である。
　ここで伸縮性軟質皮部３の取付構造７としては、例えば図８に示すように、硬質骨部２
に向けて突出するように形成した爪などの嵌合部７２が挙げられ、ここではこの爪（嵌合
部７２）を伸縮性軟質皮部３の左右両端に設けるように図示している。
　なお、このような取付構造７を採用した場合には、上述したように当然、硬質骨部２に
も、上記爪（嵌合部７２）を嵌め込む受入空間７１（取付構造７）が形成されるものであ
るが、伸縮性軟質皮部３の爪（嵌合部７２）を、硬質骨部２のスリット５１（湾曲促進構
造５）に嵌め込むようにしても構わないものである。つまり、この場合には、スリット５
１（湾曲促進構造５）の一部が、伸縮性軟質皮部３を硬質骨部２に固定するための取付構
造７（受入空間７１）の作用を担うものである。
【００４７】
　また、例えば本図８に併せ示すように、上記爪（嵌合部７２）の先端に、鉤状の掛止部
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７３を形成すれば、硬質骨部２に固定した伸縮性軟質皮部３の抜け止めが図れ、固定力の
強化が図れるものである。
　また、このような取付構造７を採用することにより、接着剤などを用いることなく、伸
縮性軟質皮部３を硬質骨部２の外周側に取り付けることができ、伸縮性軟質皮部３を着脱
自在とする態様が採り易くなる。従って、例えばユーザが自分の好み（硬さ等）や、長距
離マラソンなどの長時間の走行や歩行による経時的な足のコンディション（足の浮腫や疲
労に伴う走行性や歩行性の変化）に応じて、その場で緩衝性能をカスタマイズできるもの
である。そして、このようなニーズに応じて伸縮性軟質皮部３を取り替えるようにする商
品展開が可能となるものである。
　なお、伸縮性軟質皮部３を着脱自在に構成した場合には、上記嵌合部７２に加え、一例
として図８に併せ示すように、伸縮性軟質皮部３に、取り外し用（着脱操作用）のリブを
形成すると、伸縮性軟質皮部３の着脱操作がより容易に行えるものである（このリブを操
作片７４とする）。
　因みに、伸縮性軟質皮部３を着脱自在とする場合には、伸縮性軟質皮部３を断片状（非
リング状に形成することが一般的であるが、伸縮性軟質皮部３をリング状（輪ゴム状）に
形成した場合でも、このものに爪（嵌合部７２）を形成することは可能であり、その場合
には、爪が初期位置復元のズレ防止としても機能する。
【００４８】
　次に、硬質骨部２と伸縮性軟質皮部３の連携バリエーションについて説明する。
　まず前記硬質骨部２と伸縮性軟質皮部３とは、少なくとも一方が、シューズＳの底面側
または後方側に向かうほど受圧時に変形し易い構造に形成され得るものである。これは、
足裏の部位によって緩衝構造体１の変形のし易さ（撓み易さ）を異ならせる思想の一種で
ある。
　具体的には、シューズＳの後方側に向かうほど変形し易い構造としては、例えば図９（
ａ）に示すように、シューズ後方側に向かうほど伸縮性軟質皮部３の肉厚寸法（平面から
視た肉厚寸法）を徐々に小さくして行くことが挙げられる。つまり、肉厚寸法が薄い後方
側ほど伸縮性軟質皮部３は変形し易いものである。
　また、シューズＳの底面側に向かうほど変形し易い他の構造としては、例えば図９（ｂ
）に示すように、シューズ底面側に向かうほど伸縮性軟質皮部３の肉厚寸法（断面視状態
で視た肉厚寸法）を小さく形成して行くことが挙げられる。つまり、伸縮性軟質皮部３を
断面で視た場合、外周側の外形線が下窄まりの傾斜状態となるように形成するものである
。この場合も肉厚寸法が小さい底面側（下方）ほど伸縮性軟質皮部３が変形し易くなるも
のである。
【００４９】
　もちろん、変形のし易さを異ならせるにあたっては、必ずしも伸縮性軟質皮部３に限ら
ず、硬質骨部２の方でも可能であり、例えば図９（ｃ）に示すように、硬質骨部２におけ
る可撓部２１の肉厚寸法を下方に向かうほど小さく（薄く）形成すれば、硬質骨部２は、
シューズＳの底面側に向かうほど変形し易い構造となる。
　また例えば図９（ｄ）に示すように、硬質骨部２に湾曲促進構造５として小孔５３を形
成する場合には、この小孔５３を可撓部２１の下側のみに形成することも可能である。こ
の場合も、シューズＳの底面側に向かうほど硬質骨部２は変形し易い構造となる。なお、
可撓部２１に対し全体的に湾曲促進構造５として小孔５３を形成する場合であっても、そ
の形成密度によって変形のし易さを調整することは可能である。
　また、例えば図９（ｅ）に示すように、硬質骨部２に湾曲促進構造５としてスリット５
１を形成する場合には、このスリット５１の間隔を下側ほど広く形成することも可能であ
る。この場合も、シューズＳの底面側に向かうほど硬質骨部２が変形し易い構造となる。
なお、スリット５１を可撓部２１の全体に形成するのではなく、可撓部２１の下側のみに
形成してもシューズＳの底面側に向かうほど変形し易い構造が実現できる。
　このように、変形のし易さを異ならせる構成は種々想定され、他にも、リブ等で部分的
に凹凸を付与することも考えられる。
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　そして、係る構成（硬質骨部２や伸縮性軟質皮部３を、シューズＳの底面側または後方
側に向かうほど撓み易いように形成すること（変形のし易さを均一にしないこと））によ
り、着地時の衝撃を硬質骨部２や伸縮性軟質皮部３の変形によって吸収しながら、蹴り出
し時にはこの変形を反発力として生かすことができ、スムーズな足の運び（動作）に変換
することができる。もちろん、衝撃緩衝性のみを重視した場合に起こり得る底付き感も防
止でき、安定性向上に寄与するものである。
【００５０】
　また前記硬質骨部２と伸縮性軟質皮部３とは、例えば図１０に示すように、シューズＳ
の前方側に向けて、高さ寸法が徐々に低くなるように形成することが可能である。なお、
本図では、シューズＳの前側において、つま先側が低く、かかと側が高くなるように形成
されている。
　ここで、高さ寸法を低くする方向は、シューズＳの前方側だけでなく、受圧時の荷重移
動方向に設定することも可能である。なお、靴底（側面）のデザインによって例えば土踏
まず部分の硬質骨部２と伸縮性軟質皮部３を高さのあるような外観にデザインしたいとき
であっても、非変形部２４で見た目と異なる撓みのチューニングが自在となる。
　そして、これらのように硬質骨部２及び伸縮性軟質皮部３の高さを一様にしないことに
より、高い方から低い方（傾斜方向）に装着者の体重を移動させ易く、蹴り出し時の足の
運び（動作）や荷重移動（体重移動）が行い易くなるものである。
【００５１】
　また硬質骨部２と伸縮性軟質皮部３とのうち少なくとも一方には、受圧荷重をシューズ
Ｓの前方側または受圧時の荷重移動方向に案内する誘導構造８を設けることが可能である
。
　ここで誘導構造８としては、例えば図１１（ａ）に示すように、硬質骨部２（可撓部２
１）の断面形状の湾曲度合い（屈曲も含む）が挙げられる。より詳細には、可撓部２１の
断面を、例えばシューズ後方側に向かうに従い、徐々に湾曲度合いを強くして行くもので
ある。この場合、湾曲度合いの強い方（後方側）がより変形し易いので、見かけ硬度とし
ての差が生じ、倒れ易さに差異を付けることが可能となる（ここではシューズ後方側に向
かうほど撓み易い）。
　なお、倒れ易さを制御する誘導構造８としては、可撓部２１等の断面形状だけでなく、
表面から見た硬質骨部２の曲線を次第に大きく形成して行くことでも実現できる。また、
表面から見た硬質骨部２の変形開始位置を変えれば曲線としては同じ状態に形成されてい
て倒れ方向を制御することができるものである。
【００５２】
　また、上記以外の他の誘導構造８としては、例えば図１１（ｂ）に示すように、湾曲促
進構造５としてのスリット５１を受圧方向（受圧荷重が作用する方向）に対して斜め、も
しくは螺旋状に形成することが可能である。
　この場合には、緩衝構造体１が、受圧荷重を受けるとスリット５１の形成方向に沿って
回転する（ねじれる）ように作動するため、ほぼ上下方向に沿った受圧荷重を、回転動作
として誘導することができるものである（過内転や過外転の防止に寄与）。
　このように、上記誘導構造８における「誘導」とは、シューズ前方側への荷重誘導、受
圧方向にほぼ沿った剪断方向への誘導、足裏面における任意の方向への体重移動（荷重誘
導）、受圧方向を軸として回転させるねじれ方向への誘導など種々の方向への誘導が想定
される。
　因みに、上記図９に示した構成（変形のし易さを各部によって異ならせる構成）や、上
記図１０に示した構成（高さ寸法を徐々に低下させて行く構成）なども、誘導構造８の一
種と言えるが、ここでは特に高さ寸法が同じ場合であっても、誘導できる構成を主に示し
たものである。
【００５３】
〔他の実施例〕
　本発明は以上述べた実施例を一つの基本的な技術思想とするものであるが、更に次のよ
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うな改変が考えられる。
　まず、上述した実施例では、硬質骨部２と伸縮性軟質皮部３とによって受圧荷重による
衝撃を緩衝するものであったが、靴底の硬質骨部２の内側は本発明の効果が発揮されれば
よく、とくに限定されるものではない。すなわち、例えば図１２に示すように、硬質骨部
２の内周側
（インソールＳ１１とアウトソールＳ１２の間）に、受圧荷重を受けて圧縮変形つまり緩
衝を補う補助体４を設けることを否定しない。これにより靴底（側面）に要求されるアッ
パーソールとの接着強度を高めることができるし、硬質骨部２や伸縮性軟質皮部３に作用
する荷重を小さくすることができるものである（分散化）。従って、この補助体４は、硬
質骨部２のソール側方への湾曲度合い、ひいては伸縮性軟質皮部３のソール側方への膨ら
み具合を調整するものとも言える。もちろん補助体４は、受圧時の硬質骨部２と伸縮性軟
質皮部３の変形を阻害しないように設けられる。
　なお、補助体４としては、バネ等を適用することが可能であるが、ＥＶＡ等のソール素
材で形成することも可能であり、その場合にはインソールＳ１１またはアウトソールＳ１
２の一部を補助体４としてもよい。
　また、補助体４に着色を施したり、補助体４の位置を移動や選択できるようにしておけ
ば、硬質骨部２に形成するスリット５１を通しての見え方が変わり、伸縮性軟質皮部３の
伸び具合等をより積極的にアピールしてもよい。
【００５４】
　また、上述した基本の実施例では、伸縮性軟質皮部３の断面形状は、ほぼ一定の厚み寸
法を有する湾曲板状（三日月状）として図示したが、該形状は必ずしもこれに限定される
ものではなく、例えば図１２に併せ示すように、充実のＤ形断面状に形成することが可能
である。
【００５５】
　また、硬質骨部２の外周側に設ける伸縮性軟質皮部３は、例えば図１３に示すように、
二重に設ける（巻回する）ことも可能である。この場合、硬質骨部２のソール側方への湾
曲変形が、まず内側の伸縮性軟質皮部３を変形させてから、これに続いて外側の伸縮性軟
質皮部３を変形させる態様となるため、伸縮性軟質皮部３において二段階で衝撃を緩衝す
ることになる。また、その分、外側の伸縮性軟質皮部３の膨らみ変形としては小さくなる
ため、このような構成は、シューズＳに掛かる受圧荷重がもともと過大である場合に適し
た構成と言える。
【００５６】
　また、硬質骨部２（可撓部２１）に湾曲促進構造５としてのスリット５１等を形成する
場合には、例えば図１４（ａ）に示すように、このスリット５１の中段部分を連結するこ
とが挙げられる。これにより、受圧時にソール側方に湾曲変形する硬質骨部２の強度や耐
久性を向上させ、硬質骨部２にソール側方への伸張や収縮を繰り返し行わせても、スリッ
ト５１部分からの破損を効果的に防止することができる。また、スリット５１の中段部分
を連結することにより、一旦、拡がった硬質骨部２を戻す復元動作も素早く行えるもので
ある。
　因みに、スリット５１の中段部分を連結する思想は、硬質骨部２の中段部分の剛性を高
め、復元動作を素早く行わせ、また中段連結部分が外側に膨らむように湾曲するので伸縮
性軟質皮部３もその連結部分が伸張され突出強調構造６となる思想である。従って、その
意味では、例えば図１４（ａ）に併せ示すように、伸縮性軟質皮部３においてもその中段
部分に上記連結と同様の肉厚部を形成することが可能であり、これにより伸縮性軟質皮部
３中段部分の剛性を高めて、復元動作を素早く行わせることができる。
【００５７】
　また、伸縮性軟質皮部３の素材として多く使用されるゲル等の緩衝部材は、一般に接着
し難い素材である。このため、伸縮性軟質皮部３の外側には、更にカバー材を設けること
が可能であり、このカバー材により伸縮性軟質皮部３の膨出変形を抑制することが可能で
ある（上記非変形部２４と似た思想）。すなわち、カバー材により伸縮性軟質皮部３の接
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させることが可能である。
　具体的には、図１４（ｂ）に示すように、硬質骨部２を内側と外側との二重に形成し（
ベルト通しのように部分的に外側に二重となるように形成し、外側の硬質骨部２がカバー
材を兼ねるようにする）、その間（ベルト通し）に伸縮性軟質皮部３を通して、伸縮性軟
質皮部３を硬質骨部２に固定するものである。
　この場合、外側の硬質骨部２（カバー材）は、伸縮性軟質皮部３を押さえる作用を有す
るため、外側の硬質骨部２（カバー材）には、伸縮性軟質皮部３が膨らみ易いように、大
きな開口部（スリット５１）を形成することが好ましい。また挿入するだけで固定するこ
とも可能となる。
　更に、硬質骨部２の内外の開口部（スリット５１）を交互に配置すれば、開口部の伸縮
性軟質皮部３が、より膨らみ易くなる（より目立つ）。
　なお、このような構成（カバー材を設ける構成）により、ゲル等の緩衝部材を接着せず
に交換することを可能としたり、復元時の伸縮性軟質皮部３の位置ズレ、特に伸縮性軟質
皮部３の巻回方向とほぼ直交する受圧方向の位置ズレが防止できたりするものである。
　因みに、上記図１４（ａ）、（ｂ）の構成を同時に採用することも可能であり、これが
図１４（ｃ）に示した改変例である。
【００５８】
　また、硬質骨部２の断面形状（無荷重時）としては、必ずしも外側に突出した湾曲形状
に限定されるものではなく、例えば図１４（ｄ）に示すように、Σ（シグマ）状に形成す
ることも可能である。
　この場合、伸縮性軟質皮部３を図示のような矩形状断面で形成すれば、硬質骨部２と伸
縮性軟質皮部３とは、屈曲部の一点で接触するため、受圧時に伸縮性軟質皮部３は、この
接触部分で外方に大きく膨らむことになり、独特の緩衝性能が得られるとともに、その効
果を視覚的にアピールすることができる。
【図１】 【図２】
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